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イ
ン
ド
の
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
行
方

イ
ン
ド
憲
法
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

近
藤
光
博

　
イ
ン
ド
は
、
そ
の
憲
法
に
お
い
て
自
ら
を
「
世
俗
的
」（secular

）
共
和
国
と
規
定
し
て
い
る

）
1
（

。
し
か
し
こ
の
形
容
詞
は
単

に
「
非
宗
教
的
」
と
い
う
意
味
で
の
み
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
イ
ン
ド
近
代
史
に
お
け
る
「
セ
キ
ュ
ラ
ー
」

と
い
う
語
は
、
ま
ず
も
っ
て
「
コ
ミ
ュ
ナ
ル
」（com

m
unal

）
の
反
対
概
念
で
あ
る
か
ら
だ

）
2
（

。

　「
コ
ミ
ュ
ナ
ル
」
は
、
日
本
語
で
「
宗
派
的
」「
宗
教
対
立
的
」
な
ど
と
訳
し
う
る
言
葉
で
あ
る

）
3
（

。
具
体
的
に
は
、H

indū

、

M
usalm

ān (M
uslim

)

、Sikh

、Īsāī (C
hristian)

な
ど
宗
教
的
帰
属
に
も
と
づ
く
共
同
体
主
義
（com

m
unitarianism

）
が
過
激
化
し
、

互
い
の
差
異
が
き
わ
だ
た
せ
ら
れ
、
と
き
に
暴
力
の
応
酬
へ
と
い
た
る
、
そ
う
い
っ
た
事
態
を
形
容
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
語

（
1
）
イ
ン
ド
憲
法
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。”W

E, T
H

E PEO
PLE O

F IN
D

IA, having solem
nly resolved to constitute India into a SO

V
ER

EIG
N

 
SO

C
IALIST

 SEC
U

LAR
 D

EM
O

C
R

AT
IC

 R
EPU

BLIC
 and to secure to all its citizens:” 

こ
の
前
文
中
、“SO

C
IALIST

 SEC
U

LAR
”

と
い
う
二
つ
の
語
は
、

一
九
七
六
年
の
第
四
二
次
憲
法
改
正
に
お
い
て
新
た
に
挿
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
独
立
か
ら
二
九
年
、
憲
法
制
定
か
ら
二
六
年
も
経
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
イ
ン
ド
の
憲
法
学
者
の
一
致
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
国
家
の
「
セ
キ
ュ
ラ
ー
」
な
性
格
は
、
憲
法
に
明
文
化
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に

せ
よ
、
建
国
時
か
ら
の
不
変
の
原
則
で
あ
っ
た
（
後
述
）。
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
版
イ
ン
ド
憲
法
でsecular

と
い
う
語
に
対
応
す
る
の
は
、panth-nirpekś

（
原

義
は
「
宗
派
に
関
し
て
中
立
的
」）
と
い
う
語
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
語
は
か
な
り
特
殊
な
法
律
用
語
で
あ
る
。
イ
ン
ド
諸
語
の
日
常
的
用
法
に
お
い
て

「
セ
キ
ュ
ラ
ー
」
は
む
し
ろ
、sekyular

と
い
う
外
来
語
と
し
て
そ
の
ま
ま
通
用
し
て
い
る
。
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で
あ
る

）
4
（

。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
ド
の
政
治
言
語
に
お
け
る
「
セ
キ
ュ
ラ
ー
」
と
は
、
（
非
宗
教
／
脱
宗
教
／
反
宗
教
な
ど
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
い
く
ら
か
た
だ
よ
わ
せ
つ
つ
も
、
や
は
り
第
一
義
的
に
は
）
コ
ミ
ュ
ナ
ル
で
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
複
数
の
宗
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
平
和
共
存
へ
の
志
向
を
意
味
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
独
自
な
「
セ
キ
ュ
ラ
ー
」
の
用
語
法
が
確
立
し
た
の
は
、
対
英
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
運
動
の
な
か
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。
一
八
九
〇
年
代
か
ら
激
化
し
は
じ
め
た
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
」「
ム
ス
リ
ム
」
（
そ
し
て
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
「
シ

ク
」）
の
間
の
緊
張
関
係
は
、
一
九
二
〇
年
代
初
頭
ま
で
は
か
ろ
う
じ
て
全
面
的
な
対
立
に
は
至
ら
な
い
で
い
た
。
し
か
し
、

一
九
二
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
両
者
の
対
立
は
一
気
に
過
熱
化
し
、
数
々
の
暴
力
事
件
を
く
り
返
し
な
が
ら
、
一
九
四
七
年
の
印

パ
分
離
独
立
（the Partition
）
へ
と
至
る
。
こ
の
過
程
で
、
宗
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
間
の
対
立
と
対
決
を
あ
お
る
立
場
が
「
コ
ミ
ュ

ナ
ル
」、
融
和
と
協
調
を
説
く
立
場
が
「
セ
キ
ュ
ラ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

）
5
（

。

　
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
セ
キ
ュ
ラ
ー
」
な
理
想
を
掲
げ
た
の
は
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
（G

andhi

）
、
ネ
ル
ー
（N

ehru

）
、
ア
ー
ザ
ー

ド
（Azad

）
な
ど
、
イ
ン
ド
国
民
会
議
派
（the Indian N

ational C
ongress

）
の
主
流
を
成
し
た
人
び
と
だ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

ガ
ン
デ
ィ
ー
流
の
非
暴
力
（nonviolence; ahim

sā
）
は
そ
の
絶
対
的
な
支
柱
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
会
議
派
（the C

ongress

）
の
運
動

か
ら
一
定
の
距
離
を
と
っ
て
い
た
指
導
者
の
間
で
も
、
宗
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
間
の
平
和
共
存
へ
の
志
向
は
き
わ
め
て
強
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
タ
ゴ
ー
ル
（Tagore

）
は
そ
の
最
良
の
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
左
派
勢
力
は
当
然
、
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
立
場
を
と
っ

た
）
6
（

。
　
独
立
イ
ン
ド
の
船
出
に
際
し
て
は
、
会
議
派
が
国
民
の
圧
倒
的
な
信
任
を
得
た
。
こ
う
し
て
イ
ン
ド
は
、
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ

ム
を
根フ

ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル

本
原
則
と
す
る
国
に
な
っ
た
。
歴
史
的
経
緯
に
照
ら
し
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
複
数
の
宗
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（
と
く
に
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
」
と
「
ム
ス
リ
ム
」）
が
イ
ン
ド
国
内
で
い
か
に
平
和
的
に
共
存
し
う
る
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
イ
ン
ド

国
家
は
、
複
合
文
化
（com

posite culture

）
を
本
質
と
す
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
一
体
で
あ
る
べ
し
と
観
念
さ
れ
、

む
し
ろ
積
極
的
、
肯
定
的
に
宗
教
的
な
も
の
と
切
り
結
ん
で
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
国
家
が
追
求
す
べ
き
は
、
そ
の
脱
宗
教
化
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も
し
く
は
非
宗
教
性
で
は
な
く
、
諸
宗
教
に
対
す
る
中
立
性
で
あ
る

―
こ
れ
こ
そ
が
、
イ
ン
ド
の
公
定
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の

定
式
化
で
あ
る

）
7
（

。

（
2
）
近
年
、com

m
unal

と
い
う
語
は
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
文
脈
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
南
ア
ジ
ア
の
近
代
史
で
、
こ
の
語
は
決
定
的

に
重
要
な
意
義
を
も
た
さ
れ
て
き
た
。
イ
ン
ド
諸
語
で
はsam

pradāyik

と
い
う
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
英
語
のcom

m
unal

（
一
九
世
紀
末
頃
、

イ
ギ
リ
ス
植
民
地
当
局
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
行
政
用
語
）
の
訳
語
で
あ
る
。
実
際
、
イ
ン
ド
の
日
常
的
な
言
語
使
用
に
お
い
て
、com

m
unal

は
、sekyular

の
場
合
と
同
様
、kom

yunal

と
い
う
外
来
語
と
し
て
そ
の
ま
ま
通
用
し
て
い
る
。

（
3
）
日
本
の
南
ア
ジ
ア
研
究
で
は
「
コ
ミ
ュ
ナ
リ
ズ
ム
」（com

m
unalism

）
の
訳
語
と
し
て
、
一
般
的
に
は
「
宗
派
主
義
」、
よ
り
特
殊
に
は
「
宗
教
対
立

主
義
」
が
定
着
し
て
い
る
。
一
方
、com

m
unal

は
「
コ
ミ
ュ
ナ
ル
」
と
カ
タ
カ
ナ
書
き
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

（
4
）
と
き
に
過
激
な
カ
ー
ス
ト
主
義
（castism

）
も
「
コ
ミ
ュ
ナ
ル
」
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
間
の
緊
張
と
対
立
、

紛
争
に
こ
の
語
を
用
い
る
の
が
基
本
的
で
あ
る
。

（
5
）
こ
の
過
程
は
か
な
り
複
雑
な
力
学
の
も
と
で
す
す
ん
で
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
「
コ
ミ
ュ
ナ
ル
」
と
い
う
語

を
す
で
に
か
な
り
前
か
ら
採
用
し
て
い
た
か
ら
、
英
領
イ
ン
ド
の
政
治
言
語
に
こ
の
語
は
容
易
に
浸
透
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
比
べ
、「
セ

キ
ュ
ラ
ー
」
と
い
う
語
は
か
な
り
遅
れ
て
、
お
そ
ら
く
は
一
九
四
〇
年
を
前
後
す
る
時
期
あ
た
り
か
ら
、
や
っ
と
、
反
コ
ミ
ュ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
を
示
す

語
の
代
表
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
時
間
差
は
、「
セ
キ
ュ
ラ
ー
」
と
い
う
語
に
含
ま
れ
る
脱
宗
教
的
、
あ
る
い

は
反
宗
教
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
、
会
議
派
主
流
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
な
か
な
か
相
容
れ
な
か
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
（
代
表
格
が
ガ
ン
デ
ィ
ー
）。

西
洋
の
政
治
思
想
、
社
会
思
想
に
よ
り
大
き
な
可
能
性
を
見
い
だ
す
立
場
の
ほ
う
が
、
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
語
を
よ
り
積
極
的
な
意
味
で
用
い
る
こ

と
が
で
き
た
（
代
表
格
が
ネ
ル
ー
、
タ
ゴ
ー
ル
）。
ま
た
、
当
時
の
用
語
法
で
は
、
言
語
的
な
エ
ス
ノ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
も
と
づ
く
地
域
主
義
に
対
し
て

も
、「
コ
ミ
ュ
ナ
ル
」
と
い
う
形
容
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
英
領
イ
ン
ド
の
一
体
性
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
対
す
る
反
対
が
、
押
し
な
べ
て

「
コ
ミ
ュ
ナ
ル
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
現
在
で
は
、
地
域
主
義
を
「
コ
ミ
ュ
ナ
ル
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
る
。

（
6
） 

左
派
勢
力
の
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
で
は
、
当
然
な
が
ら
、
脱
宗
教
、
反
宗
教
の
機
制
が
よ
り
強
く
は
た
ら
い
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
左
派
は
独
立
イ

ン
ド
の
文
化
政
治
の
ア
リ
ー
ナ
に
お
い
て
周
縁
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
段
落
以
降
の
議
論
を
参
照
。

(

7)

「
全
て
の
宗
教
の
平
等
」（Sarva D

harm
a Sam

bhāva

）、「
多
様
性
の
な
か
の
統
一
」（U

nity in D
iversity

）
な
ど
の
標
語
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
、
こ
の
よ
う
に
独
自
な
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
日
本
語
で
読
め
る
論
考
が
最
近
、
立
て
つ
づ
け
に
二
つ
公
刊
さ
れ
た

―
ア

マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
「
議
論
好
き
な
イ
ン
ド
人
」（『
議
論
好
き
な
イ
ン
ド
人

：

対
話
と
異
端
の
歴
史
が
紡
ぐ
多
文
化
世
界
』
佐
藤
宏
・
粟
屋
利
江
訳
、
明

石
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
一
九
―
五
一
頁
、
と
く
に
四
三
―
五
一
頁
）。
ヴ
ァ
ス
ダ
・
ナ
ラ
ー
ヤ
ナ
ン
（Vasudha N

arayanan

）「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
宗
教

復
興
を
説
明
す
る

：

応
答
①
」（
島
薗
進
、
ヘ
リ
ー
・
テ
ル 

＝ 

ハ
ー
ル
、
鶴
岡
賀
雄
編
『
宗
教

―
相
克
と
平
和
〈
国
際
宗
教
学
宗
教
史
会
議
東
京
大
会

（IAH
R

2005

）
の
討
議
〉』
秋
山
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
一
四
九
―
六
二
頁
）。
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イ
ン
ド
亜
大
陸
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ナ
リ
ズ
ム
の
破
壊
性
は
あ
ま
り
に
も
す
さ
ま
じ
か
っ
た

）
8
（

。
そ
こ
か
ら
イ
ン
ド
は
、
宗
教
へ

の
嫌
悪
に
発
し
、
脱
宗
教
化
さ
れ
た
（
よ
り
一
般
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
世
俗
化
さ
れ
た
」）
国
家
と
社
会
の
建
設
へ
と
向
か
っ
て

い
く
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
。
し
か
し
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
栄
光
と
神
話
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
ト
指
導
者
ら
の
多
く
が
、
宗
教
伝
統
や
人
間
の
宗
教
的
性
質
に
き
わ
め
て
高
い
評
価
を
与
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
（
そ

の
代
表
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
ガ
ン
デ
ィ
ー
で
あ
る

）
9
（

）
。

　
結
果
、
独
立
イ
ン
ド
の
宗
教
は
、
否
定
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
私
的
領
域
の
み
な
ら
ず
公
的
領
域
に
お
い
て
す
ら
大
き
な
プ
レ

ゼ
ン
ス
を
示
し
て
き
た
（
た
と
え
ば
、
社
会
的
な
承
認
や
尊
敬
、
初
等
教
育
な
ど
の
局
面
に
お
い
て
宗
教
性
は
し
ば
し
ば
プ
ラ
ス
の
は
た
ら
き
を

す
る
）
。
つ
ま
り
、
イ
ン
ド
の
政
治
と
社
会
の
脱
宗
教
化
（
一
般
的
な
言
い
方
で
は
、「
世
俗
化
」）
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
徹
底
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
イ
ン
ド
国
民
国
家
と
い
う
枠
組
み
が
維
持
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
今
後
も
徹
底
さ
れ
な
い
ま
ま

だ
ろ
う
。

＊
　
反
コ
ミ
ュ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
独
立
イ
ン
ド
を
生
み
出
し
、
導
い
て
き
た
力
強
い
理
想
で
あ
る
。
し

か
し
、
独
立
か
ら
三
〇
年
を
過
ぎ
た
辺
り
、
一
九
七
〇
年
代
末
頃
か
ら
、
そ
の
威
光
に
大
き
な
翳
り
が
み
え
は
じ
め
た
。
八
〇

年
代
に
入
る
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
勢
力
（
日
本
で
は
一
般
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
原
理
主
義
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上
主
義
な
ど
と

呼
ば
れ
る
勢
力
）
が
社
会
的
な
基
盤
を
一
気
に
広
げ
、
十
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
議
会
政
治
に
お
い
て
確
固
た
る
地
位
を
築
き
あ

げ
た
の
で
あ
る

）
10
（

。

　
今
日
の
イ
ン
ド
で
勢
い
盛
ん
な
こ
れ
ら
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
は
、
独
立
運
動
期
、「
コ
ミ
ュ
ナ
ル
」
と

名
指
し
さ
れ
た
勢
力
の
直
系
の
子
孫
で
あ
る

）
11
（

。
こ
の
数
十
年
間
、
彼
ら
は
「
セ
キ
ュ
ラ
ー
」
を
自
認
す
る
勢
力
に
対
し
、
い
つ
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も
同
じ
批
判
を
投
げ
か
け
て
き
た
。
曰
く
、
喧
伝
さ
れ
る
「
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
は
「
ム
ス
リ
ム
」
の
悪
な
る
本
性
を
知
ら

な
い
、
知
ろ
う
と
も
し
な
い
、
能
天
気
な
、
あ
る
い
は
腰
抜
け
の
、
現
実
離
れ
し
た
理
想
論
に
す
ぎ
な
い

）
12
（

。「
セ
キ
ュ
ラ
ー
」

な
施
策
と
称
さ
れ
る
「
ム
ス
リ
ム
」
へ
の
優
遇
と
譲
歩
は
、
明
ら
か
に
過
剰
な
、
明
け
透
け
の
人
気
取
り
政
策
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
は
、
イ
ン
ド
の
文
明
と
国
民
国
家
の
真
の
担
い
手
で
あ
る
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
（H

indu nation; H
indū rāśtra

）

（
8
）
た
と
え
ば
、
印
パ
分
離
独
立
に
際
し
て
の
大
暴
動
で
の
死
者
は
数
十
万
人
、
難
民
は
一
千
万
人
を
数
え
た
。

（
9
）
拙
稿
「
イ
ン
ド
政
治
文
化
の
展
開

：

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
中
間
層
」（
堀
本
武
功
・
広
瀬
崇
子
編
『
講
座 

現
代
南
ア
ジ
ア
3
　
民
主

主
義
へ
の
と
り
く
み
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
一
七
三
―
九
四
頁
）、
お
よ
びPartha C

hatterjee, T
he N

ation and Its Fragm
ents  (Princeton: 

Princeton U
niversity Press, 1993) 

参
照
。
も
ち
ろ
ん
、
透
徹
し
た
宗
教
批
判
の
言
論
と
運
動
は
、
イ
ン
ド
近
代
史
の
な
か
で
く
り
返
し
現
れ
て
き
た
。
そ

の
重
要
性
は
全
く
否
定
で
き
な
い
（
た
と
え
ば
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
批
判
の
文
脈
に
お
け
る
カ
ー
ス
ト
問
題
や
女
性
問
題
の
あ
り
方
を
想
起
せ
よ
）。
し
か
し
、

宗
教
批
判
の
契
機
は
、
宗
教
否
定
で
は
な
く
宗
教
改
革
へ
向
か
う
と
い
う
の
が
、
近
代
イ
ン
ド
の
大
勢
で
あ
る
。

（
10
）
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
ま
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
政
党
を
中
核
と
す
る
連
合
が
イ
ン
ド
の
政
権
を
握
っ
て
い
た
。
〇
八
年
一
一

月
現
在
、
同
党
は
野
党
第
一
党
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
稿
を
参
照

―
「
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
民
主
議
会
政
治

：

サ
ン
ガ
・
パ
リ
ヴ
ァ
ー
ル
の
�
穏
健
性
�
と
�
急
進
性
�」（『
東
京
大
学
宗
教
学
年
報
』X

IV

、
一
九
九
六
年
、
二
七
―
四
一
頁
）。「
イ
ン
ド
人
民
党
と
国

民
民
主
連
合
」（
広
瀬
崇
子
編
著
『
10
億
人
の
民
主
主
義

：

イ
ン
ド
全
州
、
全
政
党
の
解
剖
と
第
13
回
連
邦
下
院
選
挙
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、

二
五
―
三
六
頁
）。「
イ
ン
ド
人
民
党
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」（
日
本
比
較
政
治
学
会
編
『
現
代
の
宗
教
と
政
党

：

比
較
の
な
か
の
イ
ス
ラ
ー

ム
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
二
年
、
一
五
五
―
一
七
九
頁
）。「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
」（『
世
界
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四

年
一
二
月
号
、
二
一
一
―
一
八
頁
）。「
イ
ン
ド
人
民
党
と
国
民
民
主
連
合
」（
広
瀬
崇
子
・
南
杢
猛
・
井
上
恭
子
編
『
イ
ン
ド
民
主
主
義
の
変
容
』
明
石
書

店
、
二
〇
〇
六
年
、
八
一
―
八
九
頁
）。「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
　
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
�
原
理
主
義
�
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」（『
論
座
』
二
〇
〇
八
年
七
月
号
，

特
集
「
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
現
在
」，
朝
日
新
聞
出
版
社
）。

（
11
）
し
た
が
っ
て
、
今
や
広
く
通
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
概
念
も
、
実
は
問
題
含
み
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

イ
ン
ド
の
政
治
言
語
に
お
け
る
「
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
、
国
家
と
国
民
の
統
一
と
調
和
へ
の
志
向
と
い
う
点
で
同
範
疇
に
属

す
る
、
と
観
念
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
コ
ミ
ュ
ナ
リ
ズ
ム
、
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
三
つ
の
観
念
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
別
の
論

考
が
必
要
と
な
ろ
う
。

（
12
）
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
暗
殺
者
は
、
印
パ
分
離
独
立
を
前
後
す
る
時
期
の
あ
の
大
混
乱
の
最
中
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
抑
え
き
れ
な
い
義
憤
を
お
ぼ
え
た
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
・
コ
ミ
ュ
ナ
リ
ス
ト
青
年
で
あ
っ
た
。
拙
稿
「�
マ
ハ
ト
マ
�
暗
殺

：

非
暴
力
の
使
徒
、
友
愛
と
対
話
の
人
が
殺
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
」

（
南
山
宗
教
文
化
研
究
所
編
『
宗
教
と
宗
教
の
〈
あ
い
だ
〉』
風
媒
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
二
―
四
二
頁
）
参
照
。
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の
安
全
と
利
害
を
完
全
に
損
ね
て
い
る
、
等

）々
13
（

。

　
こ
う
し
た
主
張
が
い
ま
イ
ン
ド
で
一
定
の
支
持
と
共
感
を
得
て
い
る

）
14
（

―
イ
ン
ド
の
世
俗
化
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
、
こ
の

事
態
は
ど
う
解
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
本
発
表
の
議
論
に
も
と
づ
き
結
論
だ
け
を
述
べ
れ
ば
、
こ
こ
三
十
年
間
ほ
ど
の
イ

ン
ド
に
お
け
る
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
覚
醒
」
（H

indu aw
akening; H

indu jāgran

）
と
は
〈
建
国
当
初
か
ら
深
く
宗
教
的
な
イ
ン
ド
国
民
国

家
の
社
会
と
政
体
に
お
い
て
、
宗
教
帰
属
に
も
と
づ
く
集
団
形
成
に
対
す
る
「
セ
キ
ュ
ラ
ー
」
な
態
度
が
退
き
、「
コ
ミ
ュ
ナ

ル
」
な
宗
教
性
が
台
頭
し
て
き
た
現
象
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
現
象
が
八
〇
年
代
以
降
の
イ
ン
ド
で
生
じ
て
き
た
こ
と
の
説
明
に
は
、
南
ア
ジ
ア
研
究
で
も
宗
教
研
究
で
も
、
ま
だ
定

説
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
が
な
い
。
私
と
し
て
は
、
悪
化
こ
そ
す
れ
、
改
善
の
兆
し
が
一
向
に
見
え
な
い
イ
ン
ド
の
低
開
発
と

物
心
両
面
に
お
け
る
各
種
の
混
乱
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
八
〇
年
代
以
降
、
現
状
に
対
す
る
人
び
と
の
不
安
と
不
満
が
さ
ま
ざ

ま
な
言
語
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
コ
ミ
ュ
ナ
リ
ズ
ム
の
主
張
と
運
動
は
、
そ
の
う
ち
の
有
力

な
も
の
の
一
つ
だ
、
と
い
う
見
方
で
あ
る

）
15
（

。

＊
　
イ
ン
ド
の
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
、
以
上
の
よ
う
な
歴
史
と
現
状
を
ふ
ま
え
た
と
き
、「
二
一
世

紀
世
界
ラ
イ
シ
テ
宣
言
」
の
意
義
は
ど
の
よ
う
に
読
み
取
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
、
二
つ
の
こ
と
を
申

し
上
げ
た
い
と
思
う
。

　
第
一
に
、
同
宣
言
に
お
け
る
「
ラ
イ
シ
テ
」
は
、
イ
ン
ド
の
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
と
多
く
の
も
の
を
共
有
す
る
。
た
と
え
ば
、

(1)
信
条
の
自
由
の
尊
重
、
(2)
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
や
信
念
を
国
家
が
平
等
に
扱
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
、
国

家
が
特
定
の
宗
教
や
信
念
か
ら
自
律
し
て
い
る
こ
と
、
(3)
権
利
行
使
に
あ
た
り
、
特
定
の
宗
教
や
信
念
へ
の
帰
属
に
よ
り
差
別
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さ
れ
な
い
こ
と

―
こ
れ
ら
三
つ
の
ラ
イ
シ
テ
構
成
要
素
は
、
ま
さ
に
イ
ン
ド
の
「
セ
キ
ュ
ラ
リ
ス
ト
」
た
ち
が
必
死
に
模
索

し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
宣
言
で
用
い
ら
れ
る
個
々
の
概
念
に
は
、
イ
ン
ド
の
政
治
＝
社
会
的
領
域
で
は
あ
ま
り

定
着
し
て
い
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
（
た
と
え
ば
「
市
民
」
は
、
イ
ン
テ
リ
、
リ
ベ
ラ
ル
、
レ
フ
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
サ
ー
ク
ル
を
形
成
す
る
言

語
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
限
界
を
超
え
て
は
い
な
い
）
。
し
か
し
、「
全
体
の
方
向
性
と
展
望
」
（
ボ
ベ
ロ
氏
の
報
告
）
に
つ
い
て
、
宣
言

と
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
と
の
間
に
強
く
響
き
あ
う
も
の
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

（
13
）
こ
こ
で
は
「
ム
ス
リ
ム
」
の
み
に
言
及
し
た
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
（
あ
る
い
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
コ
ミ
ュ
ナ
リ
ス
ト
）
は
「
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
」
に
対
し
て
も
、
全
く
同
様
の
批
判
と
攻
撃
を
加
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
稿
を
参
照

―
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

ト
の
�
一
神
教
�
批
判

：

宗
教
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
暴
力
」（『
宗
教
研
究
』
三
二
〇
号
、
一
九
九
九
年
、
一
〇
一
―
一
二
三
頁
）。“H

indu N
ationalists 

and their C
ritique of M

onotheism
: T

he R
elationship betw

een N
ation, R

eligion, and V
iolence.”  (In: U

nfinished Agenda: N
ation-Building in South 

Asia , ed. M
ushirul H

asan and N
ariaki N

akazoto, N
ew

 D
elhi: M

anohar Publishing H
ouse, 2001, pp. 79–100)

。
な
お
、
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン

「
政セ

キ

ュ

ラ

リ

ズ

ム

教
分
離
主
義
と
そ
の
批
判
」（
セ
ン
前
掲
書
『
議
論
好
き
な
イ
ン
ド
人
』、
四
八
五
―
五
二
二
頁
）
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
コ
ミ
ュ
ナ
リ
ス
ト
に
よ
る
セ

キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
を
六
つ
に
類
型
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
再
反
論
を
加
え
て
い
る
。

（
14
）
こ
こ
で
「
一
定
の
」
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
イ
ン
ド
下
院
（
日
本
の
衆
議
院
に
相
当
）
総
選
挙
に
お
い
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
（
コ
ミ
ュ
ナ
リ
ス
ト
）
政
党
で
あ
る
イ
ン
ド
人
民
党
（
Ｂ
Ｊ
Ｐ
）
へ
の
支
持
率
は
、
過
去
二
三
％
を
少
々
上
回
っ
た
の
が
最
高
で
あ
る
。

し
か
も
、
得
票
率
で
第
一
党
に
な
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
党
が
議
席
数
で
最
大
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
単
純
小
選
挙

区
制
の
ゆ
え
で
あ
る
。
一
方
、
イ
ン
ド
国
家
の
公
定
人
口
学
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
」
に
は
、
イ
ン
ド
国
民
の
八
〇
％
強
が
属
す
る
。
す

な
わ
ち
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
コ
ミ
ュ
ナ
リ
ズ
ム
）
の
支
持
者
は
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
」
中
の
三
割
に
も
達
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
個
別
の
政
策
へ
の
支
持
と
い
う
面
で
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
人
民
党
は
核
武
装
を
公
約
と
し
て
掲
げ
、
実
際
一
九
九
八
年

に
与
党
連
合
の
形
成
に
成
功
し
て
す
ぐ
、
そ
れ
を
実
行
し
た
。
こ
う
し
た
核
軍
拡
政
策
に
対
す
る
イ
ン
ド
国
民
の
圧
倒
的
な
支
持
は
、
日
本
で
も
大
き
く

報
道
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
（
そ
の
後
、
そ
の
支
持
率
は
急
激
に
低
下
し
た
の
だ
が
）。
さ
ら
に
、
経
済
自
由
化
政
策
、
新
自
由
主
義
的
な
経
済
政
策
の
促

進
と
い
う
同
党
の
政
策
に
も
、
大
き
な
支
持
が
集
ま
っ
た
（
そ
の
後
、
大
き
な
批
判
に
直
面
し
た
が
）。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て
い
る
に
せ
よ
、
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
（
コ
ミ
ュ
ナ
リ
ス
ト
）
政
党
へ
の
直
接
的
な
支
持
が
、
い
ま
だ
イ
ン
ド
の
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
」
た
ち
の
間
で
少
数
派
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
点
は
、
強
調
す
る
に
値
し
よ
う
。

（
15
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

：

現
代
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
事
例
か
ら
」（
池
上
良
正
・
小
田

淑
子
・
島
薗
進
・
末
木
文
美
士
・
関
一
敏
・
鶴
岡
賀
雄
『
岩
波
講
座
　
宗
教
9
　
宗
教
の
挑
戦
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
二
三
―
四
九
頁
）
参
照
。

ま
っ
た
く
同
様
の
視
点
か
ら
、
第
三
世
界
の
「
宗
教
復
興
」
現
象
の
総
体
的
見
取
り
図
を
描
い
た
も
の
と
し
て
、Jeffrey H

aynes, “Religion and Politics.” 
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第
二
に
、「
世
界
ラ
イ
シ
テ
宣
言
」
は
、
第
三
世
界
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
情
況
に
対
す
る
感
受
性
に
い
く
ら
か
乏
し
い

の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
私
は
禁
じ
え
な
い
。
イ
ン
ド
の
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
（
お
よ
び
、
そ
れ
と
の
対
応
関
係
の
な
か
で
形
づ
く
ら

れ
た
、
独
自
の
「
世
俗
化
」
さ
れ
た
政
体
と
社
会
の
あ
り
方
）
は
、
イ
ギ
リ
ス
支
配
下
に
も
た
ら
さ
れ
た
西
洋
的
近
代
性
を
通
じ
て
鍛

え
あ
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
の
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
は
い
つ
も
こ
う
強
調
し
て
い
た

―
あ
ら
ゆ

る
文
明
と
宗
教
、
文
化
を
吸
収
し
、
相
互
影
響
の
な
か
で
、
多
様
な
背
景
を
も
つ
人
び
と
が
、
自
由
に
開
放
的
に
共
存
し
て
い

く
と
い
う
の
が
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
歴
史
的
常
態
で
あ
る
、
と
。
イ
ン
ド
の
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
は
、（
ポ
ス
ト
）
コ
ロ
ニ
ア
ル
な

近
代
の
枠
組
み
の
な
か
で
、
前
近
代
の
、
す
な
わ
ち
植
民
地
化
以
前
の
（
！
）
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
歴
史
を
再
発
見
、
再
構
成
し

な
が
ら
、
独
自
の
近
代
性
の
あ
り
方
と
し
て
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る

）
16
（

。

　
私
は
こ
こ
で
、
伝
統
と
近
代
、
普
遍
と
特
殊
な
ど
を
め
ぐ
る
哲
学
的
な
問
い
や
、
植
民
地
主
義
の
歴
史
的
過
誤
に
ま
つ
わ
る

論
争
な
ど
に
立
ち
入
る
つ
も
り
は
な
い
。
ま
し
て
や
、「
自
分
た
ち
の
ル
ー
ツ
だ
け
を
特
権
化
す
る
と
い
う
危
険
な
風
潮
」
（
第

16
条
）
に
与
す
る
つ
も
り
な
ど
毛
頭
な
い
。
し
か
し
、「
市
民
」「
国
家
」「
権
利
」「
個
人
」「
民
主
主
義
」（
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

宣
言
を
構
成
す
る
キ
ー
概
念
で
あ
る
）
、
そ
し
て
「
ラ
イ
シ
テ
」「
セ
キ
ュ
ラ
ー
」
な
ど
の
概
念
と
制
度
が
、
実
際
に
グ
ロ
ー
バ
ル
に

通
用
し
て
い
る
と
い
う
現
状
は
、
被
植
民
者
（the colonized

）
の
側
に
非
常
に
き
び
し
い
緊
張
（
単
な
る
反
発
や
嫌
悪
で
は
な
く
、
受

容
や
翻
案
の
過
程
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
緊
張
）
を
も
た
ら
し
て
き
た
し
、
今
も
も
た
ら
し
て
い
る

―
こ
の
こ
と
だ
け
は
は
っ
き
り

指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
緊
張
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
他
な
ら
ぬ
ラ
イ
シ
テ
の
理
想
の
実
現
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る

は
ず
だ
。
そ
の
理
解
が
当
を
得
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
イ
ン
ド
の
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
に
は
大
き
な
助
け
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う

し
た
観
点
か
ら
宣
言
の
用
語
法
＝
理
解
枠
組
み
の
全
体
を
再
点
検
し
て
み
る
必
要
性
は
な
い
か

―
こ
う
問
い
か
け
る
こ
と
で
、

本
発
表
を
閉
じ
た
い
と
思
う

）
17
（

。
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参
照
。
さ
ら
に
は
、
島
薗
他
編
前
掲
書
の
第
三
部
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
宗
教
と
地
域
文
化
」（pp. 109–74

）
も
参
照
。

（
16
）
非
暴
力
を
奉
じ
た
仏
教
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
誕
生
と
発
展
。
自
身
仏
教
に
帰
依
し
た
、
紀
元
前
三
世
紀
の
マ
ウ
リ
ヤ
朝
ア
シ
ョ
ー
カ
王
。
一
六
世
紀
の

ム
ガ
ル
帝
国
ア
ク
バ
ル
大
帝

―
こ
れ
ら
は
、
亜
大
陸
の
多
文
化
情
況
が
い
か
に
平
和
的
に
、
発
展
的
な
生
を
つ
く
り
出
せ
る
か
を
示
す
、
と
く
に
顕
著

な
事
例
に
す
ぎ
な
い
。
近
年
、
こ
う
し
た
観
点
を
力
強
く
提
示
し
な
お
し
た
の
が
、
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
前
掲
書
『
議
論
好
き
な
イ
ン
ド
人
』
で
あ
る
。

セ
ン
は
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
で
は
な
く
、
タ
ゴ
ー
ル
や
ネ
ル
ー
の
タ
イ
プ
の
「
セ
キ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
」
に
と
く
に
大
き
な
可
能
性
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
を
強
調
的

に
再
提
示
し
て
み
せ
る
こ
と
で
、
昨
今
の
イ
ン
ド
の
「
コ
ミ
ュ
ナ
ル
化
」
を
真
正
面
か
ら
批
判
し
て
い
る
。

（
17
）
宣
言
は
、
ラ
イ
シ
テ
と
い
う
言
葉
の
歴
史
性
に
細
心
の
注
意
を
は
ら
う
。
し
か
し
、「
市
民
」「
国
家
」「
権
利
」「
個
人
」「
民
主
主
義
」
な
ど
の
概
念

に
対
し
て
は
、
ま
っ
た
く
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
第
12
条
に
は
「
最
初
の
権
利
の
宣
言
（
一
八
世
紀
末
）」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
し
か
し
、
ラ
イ

シ
テ
が
「
し
た
が
っ
て
ラ
イ
シ
テ
は
、
い
か
な
る
文
化
、
い
か
な
る
国
民
、
い
か
な
る
大
陸
の
専
有
物
で
も
な
い
」（
第
7
条
）
の
と
同
じ
意
味
で
、
権
利

も
ま
た
そ
う
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
全
体
の
方
向
性
と
展
望
」
に
お
い
て
権
利
と
同
等
で
あ
る
よ
う
な
観
念
と
制
度
は
、
一
八
世
紀
以
前
の
非
欧
州
地
域

に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。


